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✔公布部門： 財政部国家税務総局 

✔発   布： 2009 年 9 月 14 日 

✔施   行： 2009 年 10 月 1 日  

✔目   的： 外国（香港、マカオを含む）との特許権使用取引が 

増加しています。本通知は、使用料についての定義と 

範囲を明らかにし、課税業務を円滑に行うことを目的と 

しています。 
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前週に引き続いた内容で

す。 

特許権使用料の内容を明確

に把握しておくことで、自社の

権利にかかる主張もしやすく

なります。実際、訴訟へと発

展しそうな場合は、早めに、

弁理士等専門家のアドバイ

スを仰ぐことが有効です。 

 
◆ 「特許権使用料」の定義  

-参考 日中租税条約（※）条文  第 12 条（使用料:3 項） 

「使用料」とは、文学上、美術上若しくは学術上の著作物の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面等の権利の 

対価として、または、産業・商業・学術上の設備の使用もしくは使用の権利の対価として、もしくは産業・商業・学術上 

の経験に関する情報の対価として受領する全ての種類の支払金をいう。 

 
◆ 今回の通知で明らかになった項目 (前週の続き) 

 
 ③「産業・商業・学術上の経験に関する情報」について 

…商品の生産やその工程を再現し、同様に行うために必要な、専門的かつ独自の情報や資料のうち、非公開 
であるものを指します。 

なお、専門的かつ独自の技術を「専有技術」といい、特許権使用料の範囲には、秘密保持契約に基づき、 
   この技術を相手に自由に使用させることによる使用料、もしくは、相手の要望に応じて開発された技術を 

相手に使用させることによる使用料を指します。 

 

 ④ 役務提供と特許権使用料について 

特許権の取得者が、その専有技術を譲渡・又は使用を許可することにおいて、サポート作業が発生する場合、

そのサポートに対する対価は特許権使用料とみなされます。 一方、特許権の取得者が役務を提供する過程で、

特許権を取得した技術を使用した場合、その技術の譲渡や使用にかかる許可を役務提供先との間に締結してい

なければ、原則として、その技術の使用による対価は特許権使用料とはみなされません。         

 
←解 説  


